
彩の国「新しい生活様式」安心宣言①

埼玉県知事記者会見 ①

・県HPで紹介

・認定証を交付
（宣言を活用し事業所や各事業者

HP等でPR可能）

Ａ～Ｄのリスクの高低に応じ、緊急事態宣言の有無にかかわらず自粛要請については
5月末の県内の医療及び陽性者の状況等に基づき判断する

※確認を受けた安心宣言
遵守の独自の宣言も可能

行政
経済・情報
関連団体

労働団体医師会 メディア

業種別安心宣言を 提出

・感染リスクのやや高い施設・事業のうち、事
業継続を要請し、飲食サービスを伴うもの(※)

（飲食店、葬祭業等）※その場で飲食を提供する場合

・感染リスクのやや高い施設・事業のうち、事
業継続・自粛を要請していないもの
（卸売業、小売業、居酒屋、ホテル・旅館［宴
会場以外の施設等］等）

・現在自粛要請中の11
条規制対象施設・事業
(※)のうち、クラスター
等が発生していないもの
（劇場、映画館等）

※新型インフルエンザ等対策特別
措置法施行令第11条

・感染リスクが低く、事業継続
を要請されている施設・事業
（電力・ガス・郵便等）
・感染リスクが低く、自粛を要
請されていない施設・事業
（倉庫業・デリバリーサービス
業等）
・感染リスクのやや高い施設・
事業のうち、事業継続を要請し、
飲食サービスを伴わないもの
（薬局・スーパーのうち基礎的
生活物資を扱う部分・コンビ
ニ・銀行・鉄道等）

など

・現在自粛要請中の11条規制
対象施設・事業(※)のうち、ク
ラスターが発生し、格段の留意
が必要なもの
（スポーツジム等の屋内運動施
設、バー、キャバレー・ナイト
クラブ等の接待を伴う飲食店、
カラオケ・ライブハウス等）

※新型インフルエンザ等対策特別
措置法施行令第11条

彩の国「新しい生活様式」安心宣言

感染拡大の防止と社会経済活動の両立！安心な県民生活の実現！
業種別の団体等
非加盟事業者

Ｂ Ｄ

※宣言の認定証を使用する場合は、共通・業界にか
かわらず、宣言した中身もしくは 中身がわかるよ
う、URLやQRコードなどを表示する

業種別宣言を求められ
ていない施設・事業Ａ

業種別宣言を求められている
施設・事業

国により特に留意すべき
とされた施設・事業

感染リスク低
生活基盤の維持等に必要

感染リスク高

Ｃ

消費者団体

彩の国「新しい生活様式」評議会(仮称)が確認



彩の国「新しい生活様式」安心宣言②

埼玉県知事記者会見 ②

宣言文モデル 認定証

彩の国「新しい生活様式」安心宣言

私たちは、以下のすべてを遵守することを宣言する

１ ３密を徹底的に回避します
・毎時の換気

・一定の数以上の入場制限
・社会的距離の確保

２ 感染症防止の対策を行います
・発熱などの症状がある方の制限
・症状のある従業員の出勤制限
・マスクの着用

・
・

３ 安全のための設備にします
・
・
・

８ 新しい働き方に向け努力します



彩の国「新しい生活様式」安心宣言③

埼玉県知事記者会見 ③

宣言文モデル（例）

１ ３密を徹底的に回避します

（例）社会的距離の確保

２ 感染防止の対策を行います

（例）発熱などの症状がある方の制限

３ 安全のための設備にします

（例）消毒設備、体温計の設置

４ 安心に向けた工夫をします

（例）事前予約の最大限の活用

５ 行いません、行わせません

（例）閉鎖空間での激しい運動や大声

６ 極力制限します

（例）一度に休憩する人数の制限

７ 重症化リスクに配慮します

（例）高齢者利用時間の設定など

８ 新しい働き方に向け努力します

（例）在宅勤務、オンライン会議



陽性者、退院・療養終了者の推移(日別)

埼玉県知事記者会見 ④

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4

月1

日

4

月2

日

4

月3

日

4

月4

日

4

月5

日

4

月6

日

4

月7

日

4

月8

日

4

月9

日

4

月1
0

日

4

月1
1

日

4

月1
2

日

4

月1
3

日

4

月1
4

日

4

月1
5

日

4

月1
6

日

4

月1
7

日

4

月1
8

日

4

月1
9

日
4

月2
0

日

4
月2
1

日

4

月2
2

日

4

月2
3

日

4

月2
4

日

4

月2
5

日

4

月2
6

日

4

月2
7

日

4

月2
8

日

4

月2
9

日

4

月3
0

日

5

月1

日

5

月2

日

5

月3

日

5

月4

日

5

月5

日

5

月6

日

5

月7

日

5

月8

日

5

月9

日

5

月1
0

日

5

月1
1

日

陽性者数

退院者数

療養終了

緊急事態宣言
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陽性者、退院・療養終了者の推移(累計)

埼玉県知事記者会見 ⑤

陽性者数累計
９６９人

5/11現在患者数
311人

入院 194
宿泊 53
自宅 62
調整中 2

死亡 42

退院・療養
終了者数累計
６１６人

最大患者数
658人

入院 254
宿泊 54
自宅 331
調整中 19

死亡 25

緊急事態宣言



陽性者の状況(5/8～11判明分)

埼玉県知事記者会見 ⑥

当日 翌日 翌々日

入院 １９ ３ ０

宿泊療養 ５ １ ０

自宅療養 １ ０ ０

※その他 ５人（入院中の感染、県外居住者）

5月７日に、宿泊療養の待機者は「０人」となった。

【5/8～11に判明した陽性者の療養状況（全３４人）】

受入体制が整い、安心の療養体制を確立



ICTを活用した宿泊療養中の患者の健康観察について

埼玉県知事記者会見 ⑦

○サイボウズ社開発の「kintone（キントーン）」を活用し、宿泊療養中の患者の健康観察を実施

○患者がスマートフォン等からオンラインで健康観察データ（体温やＳpＯ２や症状変化等）を入力

○パルスオキシメーターを患者全員に行き渡るよう配備し、「kintone」を活用してデータを管理

○医師や看護師が患者の入力内容を確認。気になる点があれば必要に応じて個別に電話連絡

概 要

○ＳpＯ２を把握することによる患者の健康観察の徹底
○患者及び医師や看護師の負担軽減
○関係機関との情報共有の円滑化、集計・分析業務の効率化

５月８日（金）から順次導入 → ５月１３日（水）までに全てのホテルで運用開始
（東横INNつくばエクスプレス三郷中央駅、ホテルヘリテイジ、アパホテルさいたま新都心駅北、入間第一ホテル）

効 果

導入時期



「kintone（キントーン）」の入力フォームのイメージ

埼玉県知事記者会見 ⑧

体温及び
SpO2の
値を入力

ラジオボタン
で選択

必要に応じて
自由記載も可能



埼玉県知事記者会見 ⑨

大宮駅周辺における人口増減状況
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※NTTドコモ「モバイル空間統計」分析レポートを一部改編＜凡例＞実線：1/18(土)～2/14(金)4週間の平日(休日)平均との比較（感染拡大前）
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STAY HOME 週間

（各日15時時点）



県民、事業者の皆様へのお願い

埼玉県知事記者会見 ⑩

◆不要不急の外出は控えてください。
３つの密を避け、夜の繁華街への外出は避けてください。

◆ お仕事の際もテレワーク、時差出勤、テレビ会議など接触機会の削減に
努めてください。

◆ お買い物も、必要最低限にとどめ、混雑時を避け、なるべく一人で
お出かけください。

◆ 散歩や運動などでも混雑を避け、社会的距離２ｍを確保してください。

◆ 御自宅においても手洗い、咳エチケット、こまめな部屋の換気の徹底を
お願いします。

◆ 発熱や風邪症状が見られる場合、仕事は早めのお休みをお願いします。


